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上
尾
道
路
整
備
に
お
け
る
江
川
地
区
の
環
境
保
全
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

我
が
国
で
は
、
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
生
物
多
様
性
国
家
戦
略
」
の
下
、
様
々
な
事
業
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
関
連

す
る
公
共
事
業
が
多
い
国
土
交
通
省
に
お
い
て
は
、
里
山
、
河
川
、
都
市
、
海
、
山
間
部
な
ど
の
生
態
系
の
保
全
や
、
イ
ン
フ

ラ
整
備
に
お
け
る
環
境
配
慮
が
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

 

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
大
宮
国
道
事
務
所
管
内
の
上
尾
道
路
は
首
都
圏
で
自
然
環
境
が
残
る
保
存
す
べ
き
湿
地
で
あ

る
江
川
地
区
を
通
る
形
で
建
設
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。 

 

江
川
地
区
は
、
上
尾
市
と
桶
川
市
を
流
れ
荒
川
に
注
ぐ
江
川
周
辺
の
湿
地
で
、
「
埼
玉
県
希
少
野
生
動
植
物
の
種
の
保
護
に

関
す
る
条
例
」
の
指
定
種
で
あ
る
サ
ク
ラ
ソ
ウ
や
サ
ワ
ト
ラ
ノ
オ
を
は
じ
め
と
し
た
希
少
動
植
物
の
宝
庫
と
な
っ
て
お
り
、
二

〇
〇
二
年
七
月
に
は
、
農
林
水
産
省
、
国
土
交
通
省
、
環
境
省
及
び
関
係
都
県
市
か
ら
な
る
「
自
然
環
境
の
総
点
検
等
に
関
す

る
協
議
会
」
に
お
い
て
、
「
首
都
圏
に
お
け
る
保
全
す
べ
き
自
然
環
境
」
と
し
て
公
表
さ
れ
た
地
域
で
あ
る
。 

 

そ
し
て
、
上
尾
道
路
の
江
川
地
区
に
お
け
る
道
路
事
業
の
在
り
方
と
環
境
保
全
対
策
の
検
討
を
進
め
る
た
め
、
学
識
経
験

者
、
関
係
行
政
機
関
、
地
域
代
表
及
び
自
然
保
護
団
体
に
よ
り
、
二
〇
〇
九
年
二
月
に
「
上
尾
道
路
（
江
川
地
区
）
環
境
保
全

対
策
検
討
会
議
」
（
以
下
「
検
討
会
議
」
と
い
う
。
）
が
設
置
さ
れ
た
。 



 

２ 

 

 
検
討
会
議
に
お
い
て
は
、
十
三
回
に
亘
る
会
議
で
の
議
論
を
経
て
「
江
川
地
区
に
お
け
る
環
境
保
全
対
策
」
を
二
〇
一
二
年

六
月
に
取
り
ま
と
め
る
と
と
も
に
、
希
少
植
物
の
保
護
や
生
態
系
の
保
全
を
目
的
と
し
た
「
上
尾
道
路
（
江
川
地
区
）
湿
地
保

全
計
画
」
（
二
〇
一
八
年
十
月
策
定
。
以
下
「
湿
地
保
全
計
画
」
と
い
う
。
）
の
案
を
二
〇
一
六
年
四
月
五
日
に
取
り
ま
と
め

る
に
至
っ
た
が
、
道
路
排
水
処
理
や
湿
地
保
全
エ
リ
ア
の
保
全
整
備
等
の
主
要
課
題
が
先
送
り
さ
れ
た
ま
ま
、
全
四
車
線
の
う

ち
暫
定
二
車
線
に
つ
い
て
二
〇
一
六
年
四
月
二
十
九
日
に
開
通
し
た
。 

 

さ
ら
に
、
そ
れ
以
後
、
四
年
十
カ
月
が
経
過
し
た
が
、
わ
ず
か
四
回
の
検
討
会
議
し
か
開
か
れ
ず
、
暫
定
二
車
線
の
供
用
段

階
で
約
束
さ
れ
た
「
湿
地
保
全
計
画
」
の
実
現
に
は
程
遠
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。 

 

そ
の
間
に
生
じ
た
問
題
も
含
め
て
以
下
、
質
問
す
る
。 

一 

二
〇
一
九
年
六
月
、
大
宮
国
道
事
務
所
は
、
上
尾
道
路
周
辺
の
湿
地
管
理
の
た
め
の
草
刈
り
を
実
施
し
た
が
、
隣
接
す
る

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
が
保
全
管
理
す
る
「
十
七
号
サ
ク
ラ
ソ
ウ
ト
ラ
ス
ト
地
」
ま
で
機
械
除
草
を
行
い
、
三
十
年
来
市
民
の
浄
財
に

基
づ
き
守
ら
れ
て
き
た
自
然
環
境
を
破
壊
し
動
植
物
に
悪
影
響
を
与
え
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
同
事
務
所
は
、
現

在
に
至
る
ま
で
自
然
再
生
へ
の
取
組
を
実
施
せ
ず
除
草
工
事
発
注
者
と
し
て
の
責
任
を
回
避
し
て
い
る
状
況
が
続
い
て
い

る
。
民
間
の
善
意
に
基
づ
く
財
産
を
一
方
的
に
破
壊
し
て
、
必
要
と
な
る
対
策
や
補
償
を
一
年
半
に
わ
た
り
放
置
す
る
国
土
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交
通
省
の
姿
勢
と
は
如
何
。 

二 
道
路
供
用
開
始
と
同
時
並
行
で
実
施
す
べ
き
湿
地
保
全
対
策
に
つ
い
て
、
全
国
に
三
か
所
し
か
自
生
し
な
い
と
さ
れ
、
残

る
二
車
線
の
建
設
に
よ
り
重
大
な
悪
影
響
が
懸
念
さ
れ
る
サ
ワ
ト
ラ
ノ
オ
生
息
地
で
は
、
有
効
な
保
全
対
策
が
検
討
会
議
で

協
議
さ
れ
な
い
ま
ま
、
こ
れ
も
放
置
さ
れ
た
現
状
に
あ
る
。
ま
た
、
湿
地
保
全
の
主
要
対
策
で
あ
る
道
路
排
水
浄
化
施
設
の

整
備
に
つ
い
て
は
、
大
宮
国
道
事
務
所
が
検
討
会
議
で
の
結
論
を
一
方
的
に
無
視
し
湿
地
保
全
計
画
に
記
さ
れ
た
位
置
の
変

更
を
進
め
る
な
ど
、
第
三
者
機
関
で
あ
る
検
討
会
議
の
十
二
年
間
の
議
論
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
状
況
を
招
い
て
い
る
。
公

費
に
よ
り
道
路
建
設
に
伴
う
効
果
的
な
保
全
対
策
を
検
討
す
る
第
三
者
機
関
が
、
正
式
な
手
続
を
経
て
「
湿
地
保
全
計
画
」

を
策
定
し
公
表
ま
で
し
て
い
る
事
案
を
、
検
討
会
議
の
事
務
局
で
あ
り
建
設
主
体
で
も
あ
る
国
道
事
務
所
が
履
行
し
な
い
事

態
に
対
し
、
国
と
し
て
の
「
生
物
多
様
性
国
家
戦
略
」
に
基
づ
く
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
お
け
る
環
境
配
慮
の
在
り
方
に
係
る
基

本
認
識
を
問
う
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
国
道
事
務
所
の
運
営
の
在
り
方
に
つ
い
て
是
正
指
導
を
行
う
べ
き
と
考
え
、
指
導
を
求

め
て
き
た
が
、
回
答
が
な
い
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
い
る
の
は
如
何
。 

三 

絶
滅
が
危
惧
さ
れ
る
希
少
植
物
等
の
保
護
対
策
の
検
討
上
、
道
路
建
設
に
伴
う
サ
ワ
ト
ラ
ノ
オ
へ
の
悪
影
響
が
大
き
な
課

題
と
な
る
が
、
検
討
会
議
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
学
識
委
員
が
顧
問
を
務
め
る
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
社
が
開
発
に
よ
る
サ
ワ
ト
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ラ
ノ
オ
の
影
響
の
可
否
を
判
断
す
る
委
託
調
査
を
受
注
し
て
お
り
、
著
し
く
公
平
性
を
欠
い
て
い
る
こ
と
が
昨
年
か
ら
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
公
平
で
客
観
性
が
求
め
ら
れ
る
審
議
を
保
持
す
る
た
め
に
は
、
利
害
関
係
者
が
検
討
会
議
の
委
員
で
あ
る
べ

き
で
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
委
託
調
査
が
、
検
討
会
議
の
場
で
全
く
議
論
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
進
め
ら
れ

て
い
る
現
状
を
含
め
、
改
め
て
国
と
し
て
の
見
解
を
求
め
た
い
。 

四 

昨
年
十
月
二
十
日
に
は
第
二
十
二
回
検
討
会
議
の
開
催
予
定
が
決
定
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
数
日
前
の
段
階
で
、

検
討
会
議
を
公
開
す
る
の
で
あ
れ
ば
開
催
未
定
と
す
る
と
の
大
宮
国
道
事
務
所
長
の
指
示
に
よ
っ
て
突
然
延
期
さ
れ
、
以

後
、
半
年
近
く
に
も
な
る
現
時
点
で
開
催
見
通
し
が
立
っ
て
い
な
い
。
検
討
会
議
を
希
少
動
植
物
の
情
報
以
外
は
原
則
公
開

対
象
と
す
る
こ
と
は
、
同
年
二
月
十
八
日
開
催
の
第
二
十
一
回
検
討
会
議
の
場
で
、
検
討
会
議
座
長
が
各
委
員
の
意
見
を
集

約
し
て
決
定
さ
れ
、
事
務
局
で
あ
る
大
宮
国
道
事
務
所
が
規
約
の
改
訂
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
経

緯
は
議
事
録
に
も
明
記
さ
れ
て
い
る
。
改
め
て
非
公
開
に
し
な
け
れ
ば
検
討
会
議
を
開
催
し
な
い
と
す
る
国
土
交
通
省
の
方

針
の
理
由
と
根
拠
を
伺
い
た
い
。
ま
た
、
国
が
設
置
す
る
全
国
の
第
三
者
機
関
に
お
い
て
公
開
と
す
る
と
決
定
し
な
が
ら
、

そ
の
後
、
事
業
者
（
国
土
交
通
省
）
の
一
方
的
な
判
断
で
非
公
開
と
さ
れ
る
事
例
が
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由
も
含
め
て
お
示
し

い
た
だ
き
た
い
。 
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右
質
問
す
る
。 


